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１ 【提出理由】

平成25年12月10日開催の当社取締役会において、スイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合

衆国を除く。）において募集する2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本新

株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」とい

う。）の発行を決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２ 【報告内容】

イ　本新株予約権付社債の銘柄

プレス工業株式会社2018年満期円貨建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

 

ロ　本新株予約権付社債に関する事項

（ⅰ）発行価額（払込金額）

本社債の額面金額の100.0％（各本社債の額面金額 500万円）

（ⅱ）発行価格（募集価格）

本社債の額面金額の102.5％

（ⅲ）発行価額の総額

100億円

（ⅳ）券面額の総額

100億円

（ⅴ）利率

本社債には利息を付さない。

（ⅵ）償還期限

2018年12月28日

（ⅶ）本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（１）種類及び内容

当社普通株式（単元株式数　1,000株）

（２）数

本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債

の額面金額の総額を下記（ⅸ）記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じ

る１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

（ⅷ）本新株予約権の総数

2,000個

（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

（１）各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、

その額面金額と同額とする。

（２）転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況

及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関し

て当社と下記ハ記載の買取人との間で締結する社債買取並びに支払及び行使受付代理契約

書の締結日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.0

を乗じた額を下回ってはならない。
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（３）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金

額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算

式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株

式（当社の保有するものを除く。）の総数をいう。

発 行 又 は

処分株式数
×

１株当たりの

払 込 金 額既発行

株式数
＋

調 整 後

転換価額
＝

調 整 前

転換価額
×

時　価

既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の発行が行われる場合その他一定の場合にも適宜調整されることがある。

（ⅹ）本新株予約権の行使期間

2014年１月14日から2018年12月14日の銀行営業終了時（ルクセンブルク時間）までとす

る。但し、（ⅰ）本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の５営業日（以下に定義す

る。）前の日の銀行営業終了時（ルクセンブルク時間）まで、（ⅱ）当社による本新株予約

権付社債の取得がなされる場合は本社債が消却される時まで、（ⅲ）本社債の買入消却の場

合には、本新株予約権付社債が消却のためにMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.に

引き渡された時まで、また（ⅳ）期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までと

する。上記いずれの場合も、2018年12月14日の銀行営業終了時（ルクセンブルク時間）より

後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知（以下「取得通

知」という。）の翌日から取得期日（以下に定義する。）までの間は本新株予約権を行使す

ることはできない。また、当社の組織再編等（以下に定義する。）を行うために必要である

と当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日

に先立つ30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することができないものと

する。

上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日

（又は当該暦日が東京営業日（以下に定義する。）でない場合は翌東京営業日）が、株主確定日

（以下に定義する。）の２東京営業日前の日（当該株主確定日が東京営業日でない場合には、当該

株主確定日の３東京営業日前の日）（その日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日

が東京営業日でない場合には、当該株主確定日の翌東京営業日）（その日を含む。）までの期間に

該当する場合には、行使することができない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振

替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場

合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映す

るために修正することができる。

「取得期日」とは、取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以

内の日とする。

「組織再編等」とは、合併行為（以下に定義する。）、会社分割行為（以下に定義する。）、持

株会社化行為（以下に定義する。）及びその他の組織再編行為をいう。

「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併される（当社が存続会社

となる新設合併又は吸収合併を除く。）旨の決議が当社の株主総会（又は、株主総会における決議

が必要でない場合には、当社の取締役会）で承認された場合をいう。
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「会社分割行為」とは当社が新設分割若しくは吸収分割を行う（本社債に基づく当社の義務を当

該分割の相手方に承継させる場合に限る。）旨の決議が当社の株主総会（又は、株主総会における

決議が必要でない場合には、当社の取締役会）で承認された場合をいう。

「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨の

決議が当社の株主総会（又は、株主総会における決議が必要でない場合には、当社の取締役会）で

承認された場合をいう。

「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定す

るために定められた日をいう。

「営業日」とは、ロンドン、ルクセンブルク及び東京において銀行が通常の営業を行っている日

をいい、「東京営業日」とは、東京において銀行が営業を行っている日をいう。

（ⅹⅰ）本新株予約権の行使の条件

（１）各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

（２）2018年６月28日（但し、当日を除く。）までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期（１

暦年を３ヶ月に区切った期間をいう。以下、本（２）において同じ。）の最後の取引日（以下に

定義する。）に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、株式会社東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額

の120％を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日（但し、2018年４月１日に開始する四

半期に関しては、2018年６月27日）までの期間において、本新株予約権を行使することができ

る。但し、本（２）記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されな

い。

①株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（Ｒ＆Ｉ）による当社の長期個

別債務格付又は本新株予約権付社債の格付（格付がなされた場合に限る。以下同じ。）がＢ

Ｂ（格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの）以下である期間

②当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期

間

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記（ｘ）記載のとおり本新株予約権の行使を禁止し

ない限り、当該組織再編等の効力発生日の30日前以後当該組織再編等の効力発生日の１日前

までの期間

なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、株式会社

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。

（ⅹⅱ）本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果

１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

（ⅹⅲ）本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の全額の払込があったものとする旨

該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

（ⅹⅳ）本新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

 

ハ　発行方法
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Mizuho International plc及びNomura International plc（本書において「買取人」と総

称する。）の総額個別買取引受によるスイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆

国を除く。）における募集。但し、買付けの申込みは社債買取並びに支払及び行使受付代理契

約書の締結日の翌日午前８時（日本時間）までに行われるものとする。

 

ニ　引受人の名称

Mizuho International plc（単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社）

Nomura International plc（共同主幹事引受会社）

 

ホ　募集を行う地域

スイス連邦を中心とする海外市場（但し、アメリカ合衆国を除く。）

 

ヘ　提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

（ⅰ）手取金の総額

（１）払込総額

100億円

（２）発行諸費用の概算額

2,500万円

（３）差引手取概算額

99億7,500万円

（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本新株予約権付社債の新規発行による手取概算額9,975百万円については、平成26年３月

末までに以下に充当することを予定している。

①自動車関連事業において、1,300百万円を国内工場の生産ライン更新及び能力増強投資

に、5,500百万円をタイとインドネシアの海外子会社への投融資を通じた当該各子会社

の生産能力増強及び新規設備投資に充当

②建設機械関連事業において、1,100百万円を中国の海外子会社への投融資を通じた当該

各子会社の工場の増設及び生産能力増強投資に充当

③残額については借入金の返済に充当

 

ト　新規発行年月日

2013年12月30日

 

チ　上場金融商品取引所の名称

該当事項なし。

 

リ　2013年12月10日現在の発行済株式の総数及び資本金の額

発行済株式の総数　　　　　114,007,210株

資本金の額　　　　　　　　8,070,221,336円

 

安定操作に関する事項
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該当事項なし。

 

以　上
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